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▲京都大学排出水・廃棄物管理等規程 
昭和５４年５月１日 

達示第１１号制定 
（昭５５達３２題名改称） 

（趣旨） 
第１条 この規程は、京都大学及びその周辺地域の環境を保全するため、京都大学において排出

する排出水・廃棄物の管理及び処理等（以下「排出水・廃棄物の管理等」という。）に関し必

要な事項を定めるものとする。 
（昭５５達３２改） 

（定義） 
第２条 この規程において「排出水・廃棄物」とは、別表第１に掲げる物であつて、放射性物質

及びこれにより汚染されたもの以外のものをいう。 
２ この規程において「特別管理廃棄物」とは、廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の

人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして別表第１の特

別管理廃棄物欄に掲げるものをいう。 
３ この規程において「部局等」とは、各研究科、各研究所、附属図書館、医学部附属病院及び

各センター等（国立大学法人京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章第

７節及び第８節並びに第９節から第１１節まで（第４７条第１項に定める組織のうち図書館機

構を除く。）に定める施設等をいう。）並びに事務本部をいう。 
（昭５５達３２改・加・平６達１５加・平１６達１１６改） 
（平１７達７６・平１８達３９・平１９達３３・平２２達３６・平２３達３７・平２４

達３１・平２５達３３・平２９達４８・令４達３７・一部改正） 
（総括者等） 

第３条 京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関しては、総長が総括する。 
２ 環境安全保健委員会は、京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関する基本的

方策について調査審議し、及び必要に応じて関係各部局等の間の連絡調整を行う。 
３ 環境安全保健機構（以下「機構」という。）は、廃液の分析装置を共同利用に供し、かつ、

必要に応じて京都大学において排出する排出水・廃棄物の管理等に関する指導助言を行う。 
（昭５５達３２・平１６達１３４改） 
（平２３達３７・令６達７３・一部改正） 

（部局等の長の職務） 
第４条 部局等の長（事務本部にあつては、環境担当の理事。以下同じ。）は、当該部局等に係

る排出水・廃棄物の管理等に関し、別表第２に掲げる事項を行う。 
２ 部局等の長は、必要に応じて所属職員のうちから排出水・廃棄物管理等担当者（以下「管理

等担当者」という。）を指名し、前項の職務（特別管理廃棄物に係るものを除く。）を補助さ

せることができる。 
３ 部局等の長は、当該部局等において生ずる特別管理廃棄物を適正に処理するため、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１２条の２第８項に規定する特別

管理産業廃棄物管理責任者（以下「特別管理責任者」という。）を指名し、第１項の職務のう

ち、特別管理廃棄物に係る職務を行わせるものとする。 
４ 部局等の長は、管理等担当者若しくは特別管理責任者を指名したとき又はその指名を解除し

たときは、遅滞なく、総長に報告するものとする。 
（昭５５達３２改・加・平元達１５改・平６達１５改・加・平１６達１１６改） 
（平１７達７６・平１８達３９・平１９達３３・平２３達３７・平２９達４８・令２達

５８・令４達８４・一部改正） 
（構内実験排水系管理委員会） 

第５条 本学に、別表第３に掲げる事業場を置く。 
２ 事業場内に複数の部局等があり、排水口や排水路を共用する場合には、別表第２の（１）、

（２）及び（７）から（１２）までのうち、排出水の管理等に関する事項について協議するた

め、当該事業場に構内実験排水系管理委員会を置く。 
３ 構内実験排水系管理委員会に委員長を置く。 
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４ 委員長は、構内実験排水系管理委員会を招集し、議長となる。 
５ 構内実験排水系管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、関係する部局等の長の協議

に基づき定める。 
６ 部局等の長は、構内実験排水系管理委員会を設置したとき又は委員長を交代したときは、機

構を経て、総長に報告する。 
（平２９達４８・追加） 

（貯留基準等の遵守） 
第６条 職員、学生等は、実験廃液等の処理に当たつては、総長が別に定める貯留基準・処理方

法のほか、当該部局等において定めるところに従い行うものとする。 
（平２９達４８・旧第５条繰下・一部改正） 

（細則） 
第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総長が定める。 

（平２９達４８・旧第６条繰下） 
附 則 

この規程は、昭和５４年５月１日から施行する。 
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 
附 則（平成８年達示第５２号） 

この規程は、平成８年５月１４日から施行し、平成８年５月１１日から適用する。ただし、改

正規定中アフリカ地域研究センターに係る部分は、平成８年４月１日から適用する。 
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 
附 則（平成１６年達示第１１６号） 

この規程は、平成１６年５月３１日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 
附 則（平成１７年達示第７６号） 

この規程は、平成１７年１１月２９日から施行し、平成１７年１１月１日から適用する。 
〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕 
附 則（令和４年達示第８４号） 

この規程は、令和４年１０月１７日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 
附 則（令和６年達示第７３号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
別表第１（排出水・廃棄物） 
排出水 下水その他の排出水 
廃棄物 汚泥（ためます汚泥、廃液処理で生成した汚泥等） 

廃油（有機溶剤、機械油等） 
廃酸（硫酸、硝酸等） 
廃アルカリ（か性ソーダ、か性カリ等） 
廃プラスチック類（試薬容器、実験・医療器具等） 
ゴムくず 
金属くず（試薬容器、実験・医療器具等） 
ガラスくず及び陶磁器くず（試薬容器、実験・医療器具等） 
その他総長が定めるもの 

      
  特別管理

廃棄物 
PCBを使用した部

品 
（一般廃棄物である廃エアコンディショナー、廃テレビ

ジョン受信機、廃電子レンジから取り出されたもの） 
感染性一般廃棄物 （医学部附属病院等から排出される血液の付着したガー

ゼ等の感染性病原体が含まれ、又はそのおそれのある一

般廃棄物） 
引火性廃油 （産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類） 
強酸、強アルカリ （水素イオン濃度指数（pH）が２．０以下の廃酸、１２．

５以上の廃アルカリ） 
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感染性産業廃棄物 （医学部附属病院等から排出される血液及び使用済み注

射針等の感染性病原体が含まれ、又はそのおそれのある

産業廃棄物） 
特定有害

産業廃棄

物 

廃PCB等・PCB汚

染物 
（廃PCB、PCBを含む廃油、PCBが塗布され

た紙くず、PCBが付着し、若しくは封入された

廃プラスチック類又は金属くず） 
廃石綿等 （建築物から除去した、飛散性の吹き付け石

綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出

されるプラスチックシート等） 
廃水銀等 （廃水銀及び廃水銀化合物） 
重金属類等を含む

もの 
（カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素を廃棄物

の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４

６年厚生省令第３５号）で定める基準以上に含

むばいじん、燃え殻、又は水銀、カドミウム、

鉛、有機リン、六価クロム、ヒ素、シアン化合

物、PCBを廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行規則で定める基準以上に含む汚泥、廃酸、

廃アルカリ等） 
有機塩素化合物等

を含むもの 
（有機塩素化合物等を廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行規則で定める基準以上に含

む汚泥、ばいじん、燃え殻、廃油、廃酸、廃ア

ルカリ等） 
その他総長が定めるもの 

備考 この表において「一般廃棄物」、「産業廃棄物」又は「特定有害産業廃棄物」とは、そ

れぞれ廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条第２項、第４項又は廃棄物の処理及び清掃

に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号）に規定する一般廃棄物、産業廃棄物又は

特定有害産業廃棄物をいう。 
（昭５５達３２本表加・平６達１５改） 
（平２９達４８・一部改正） 

別表第２（排出水・廃棄物の管理等に関し部局等の長の行うべき事項） 
（１） 当該部局等の排出口から排出する排出水について下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第１２条の１２及び水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第１４条第１項の規定に

基づき、水質測定又は汚染状態の測定を行い、かつ、その結果を記録し、保存すること。 
（２） 当該部局等の水質汚濁防止法第２条第２項に規定する特定施設及び同法第５条第３項

に規定する有害物質貯蔵指定施設の構造及び使用方法並びにその付帯設備（床面、配管、排

水溝など）について水質汚濁防止法施行規則（昭和４６年総理府・通商産業省令第２号）第

８条の７第２号の規定に基づき、管理要領を定め、定期に点検し、かつ、その結果を記録し、

保存すること。 
（３） 当該部局等における実験廃液等の処理について定めること。 
（４） 当該部局等における廃棄物について廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第１

３項において準用する第７条第１５項及び第１６項の規定に基づき、その処理等の結果を記

録し、保存すること。 
（５） 当該部局等における特別管理廃棄物の処理計画を定め、必要に応じて管理規程を定め

ること。 
（６） 当該部局等における特別管理廃棄物の処理状況を常に把握し、処理に関する記録の作

成及び保存を行うこと。 
（７） 当該部局等の排水口における排出水の水質又は汚染状態が下水道法第１２条の２又は

水質汚濁防止法第３条の規定による排水基準（以下「排水基準」という。）に適合しないと

認められるときは、直ちに、排水基準に適合させるために必要な措置（下水道法第１２条の

除害施設（以下「除害施設」という。）の設置を含む。）を講ずること。 
（８） 当該部局等の排水路を必要に応じて清掃し、排水路の汚泥を採取すること。 
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（９） （８）により採取された汚泥その他当該部局等における排出水以外の廃棄物を安全に

管理し、又は無害化するための処理等を行うこと。 
（１０） 次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事項を機構を経て総長に報告す

ること。 
（ア） （１）の水質測定又は汚染状態の測定の結果につき報告を求められたとき その測

定記録 
（イ） （２）の特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造及び使用方法並びにその付帯設

備（床面、配管、排水溝など）の定期点検の結果につき報告を求められたとき その点検

記録 
（ウ） （５）の特別管理廃棄物の処理計画又は管理規程につき報告を求められたとき そ

の処理計画及び管理規程 
（エ） （６）の特別管理廃棄物の処理に関する記録につき報告を求められたとき その記

録及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条の３第１項に規定する産業廃棄物管理

票 
（オ） （７）の排出水の水質又は汚染状態が排水基準に適合しないと認められるとき そ

の事実及びこれについて講じた措置 
（カ） 前各号のほか、排出水・廃棄物の管理等に係る事項について報告を求められたとき 

その事項 
（１１） 次の各号の一に該当するときは、あらかじめ所定の事項を機構を経て総長に届け出

ること。 
（ア） 当該部局等において特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の新設、廃止又は構造等の

変更を行おうとするとき。 
（イ） 当該部局等において除害施設を設けようとするとき。 
（ウ） 当該部局等において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条又は第１５条に規定

する廃棄物処理施設の新設又は構造等の変更を行おうとするとき。 
（１２） その他当該部局等の排出水・廃棄物の管理等に必要な業務 

（昭５５達３２改・加・旧別表第２下・平６達１５改・削・加・平１６達１１６旧別表

第３上） 
（平２３達３７・平２９達４８・一部改正） 

別表第３（事業場） 
（１） 北部構内事業場 
（２） 本部構内事業場 
（３） 吉田南構内事業場 
（４） 西部構内事業場 
（５） 医学部構内事業場 
（６） 薬学部構内事業場 
（７） 病院構内事業場（病院東・病院西構内） 
（８） 関田南構内事業場 
（９） 宇治事業場 
（１０） 桂事業場 
（１１） 熊取事業場 
（１２） 犬山事業場 
（１３） 大津事業場 

（平２９達４８・追加） 
 


